
 

 

 

ゼミやサークル活動に 

『南国市学生まちづくり協働事業費補助金』 

を活用してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

● 上限１0万円（年度内において、１団体につき１事業を限度） 

 

 

● 学生で構成される団体で次の要件のすべてに該当するものとします。 

(1) 高知県内に存する中学校（南国市立に限る。）、高等学校、大学若しくは高

等専門学校又は専修学校に在籍する学生又は生徒が所属する団体。 

(2) 構成員が概ね５人以上の学生（中学校の生徒を除く。）で構成されるゼミ、

サークル等で、在籍する学校の教員又は職員が関与するもの。 

　　※教員は、大学教授、大学職員その他、学生を指導する方を指します。 

 

● 補助対象となる事業は、地域の課題解決や活性化を目的に実施する事業であ

り、原則として南国市内で実施される必要があります。 

 

●申請を検討されている団体は、原則として令和８年８月３１日までにご相談くだ

さい。 

●補助金交付申請書は、原則として令和８年９月３０日 

までにご提出ください。

南国市では、学生が企画・立案し実施するまちづくり、地域づくり活

動を支援しています。 

学生ならではの柔軟な発想やアイデア、そして行動力を活かし、地域

の活性化、地域振興に繋げていくことを目指す皆さんの応募をお待ち

しています。

補助金額

対象団体

対象事業

問い合せ先

南国市役所 企画課 コミュニティ推進係　TEL 088-880-6553 

事業内容は原則自由です。 

皆さんが日頃取り組まれてい

る活動を活かしてください！


